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１．旅費システム（SEABIS）の概要
 平成26年度に稼働し、全府省等へ導⼊されている府省共通システム（利⽤者数は約32万⼈）
 旅⾏計画、旅費精算等の各段階でデータを相互に受け渡し、⼊⼒作業を効率化
 電⼦決裁による作業の迅速化、ペーパーレス化を推進

旅⾏計画データ
（出張計画書、旅⾏命令簿等）

旅費精算データ
（旅費請求書、出張報告書等）

⽀出決定データ
（⽀出負担⾏為即⽀出決定決議書、
会計検査院への証拠書類等）
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データ管理関係
 データは、証拠書類の保存期

間※に基づき最⼤6年閲覧可
能（作成年度+5年度末）

(※)公⽂書管理法施⾏令 別表⼆⼗⼆ ロ

 上記期間後は閲覧（データ
アクセス）・複写不可

 データ削除⽅針は検討中
（稼働初年度データが昨年度
初めて保存期間満了）

 決裁完了後は修正不可
（修正が必要な場合には、
最終決裁者による決裁取消、
再決裁が必要）

 毎年度、閲覧期限到来前に、
延⻑保存が必要なデータの
出⼒と適切な管理を各府省
等へ依頼

 各府省等におけるデータ出⼒
作業の負荷軽減のため、請
求書情報の⼀括出⼒機能を
追加（予定）
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２．旅費システム（SEABIS）の公⽂書管理上の課題

 本システムでは、画⾯や紙に出⼒すれば個々の⽂書の形になるが、システム内に保存され
ているのは個々のデータで、WordやExcel形式のファイルではない。⾏政⽂書の管理と⾔
えば、紙や電⼦の“⽂書”の形式を想定してしまい、旅費データを本システムで管理すれば
⾜りるとの認識が浸透していない。

 このため、府省庁等の中には、本システムから紙媒体や電⼦媒体に出⼒したものを⾏政⽂
書登録している例が少なくない。

【課題① システム内のデータの取扱い】

 全省横断的なシステムであり、保存期間5年間を満了すれば⼀律で閲覧できなくするとと
もに、⼀定期間経過後にデータを⼀括削除することが効率的・合理的と考えられる。

 廃棄協議が保存期間満了までに終わらなければ、個別に保存期間を延⻑・管理するか、
各府省等で紙媒体や電⼦媒体を出⼒する必要がある。

【課題② 廃棄の取扱い】

各府省等がシステムから出⼒などを⾏わず、
本システム内で関係⽂書の登録・保存・削除を完結できないか

旅費データについて保存期間満了までに確実に
廃棄協議を終えられるようにできないか



３．補助⾦申請システム（Jグランツ）の概要

 補助⾦適正化法で定められた⼿続きをベースに、国や地⽅公共団体（都道府県など）が執⾏する補助事業に
おいて公募から補助⾦⽀払、その後の⼿続までの、全てのプロセスを電⼦で実施することができます。

 執⾏実務のBPRを前提とし、全ての補助⾦に対応出来る汎⽤的なシステムを構築し、申請者のワンストップ・
ワンスオンリーを実現するとともに、⾏政の審査・処理⼿続の効率化とデータに基づく⾼度な政策⽴案を可能と
する環境をパブリッククラウド上で構築しています。

Ｊグランツを利用することにより、ワンスオンリー・行政事務
の効率化等を実現
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 ワンスオンリーや廃棄等のルールを実現するためには、データは誰が保有していて、どのようなルールや制約の下に管理、活⽤され
ていくかの制度整備が必要ではないか。

 ⾏政や⺠間で共有するデータについては、廃棄という従来の⽂書管理の考え⽅よりも「アクセス制御」による適正な管理が必要で
はないか。

さらに整理すべき課題

４．補助⾦申請システム（Jグランツ）の公⽂書管理上の課題

 「ワンストップ・ワンスオンリー」を実現するためには⼀度⼊⼒した情報を活⽤することが不可⽋だが、サービス開始時
（2019.12）には、統⼀的なルールが定められていなかった。

 補助⾦の執⾏情報（⽂書）は、検査や監査に必要だが、利⽤機関（国・⾃治体）ごとに保存期間が異なり、また検査や
監査に活⽤するための紙やメール等で「提出」する必要があった。

サービス提供時に生じた課題

○利⽤規約に「利⽤者による補助⾦申請に係る利便性向上」「補助⾦に係る会計検査⼜は監査等の業務」に利⽤される旨記載
し、規約に同意の上利⽤させることで、データ活⽤できるように対応。

Ｊグランツでの取組

jGrants
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（ワンスオンリー）

シ
ス
テ
ム
内
で
流
用
可
能

シ
ス
テ
ム
内
で
流
用
可
能
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同じデータを複製
個別に削除

データ データ

「提出」が必要な制度は
同一文書を紙で出力して保持

jGrants

データ

補助金の事務局や事業者以外の
監査担当者等もアクセス可能となり
紙での提出等が不要に
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